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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月10日(2013.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腎不全対象の死亡リスクを特徴づけるための方法であって、
　前記対象からのゲルソリンのレベルを予め決定された値と比較すること、および
　前記予め決定された値と比較したゲルソリンのレベルに基づいて前記対象の死亡リスク
を特徴づけること（ここで、前記予め決定された値より低いゲルソリンのレベルは、前記
対象が増加した死亡リスクを有することを示す）
を含む、前記方法。
【請求項２】
　予め決定された値が１９０ナノグラム／マイクロリットル（ｎｇ／μｌ）血漿である、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　予め決定された値が１５０ｎｇ／μｌ血漿である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　予め決定された値が１２０ｎｇ／μｌ血漿である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　対象からのゲルソリンのレベルを得ることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　死亡が感染症により引き起こされる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　腎不全対象の死亡リスクを特徴づけるための方法であって、
　前記対象からのアクチンのレベルを予め決定された値と比較すること、および
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　前記予め決定された値と比較したアクチンのレベルに基づいて前記対象の死亡リスクを
特徴づけること（ここで、前記予め決定された値よりも高いアクチンのレベルは、前記対
象が増大した死亡リスクを有することを示す）
を含む、前記方法。
【請求項８】
　予め決定された値が０．０１μｇ／ｍｌ血漿である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　予め決定された値が０．１μｇ／ｍｌ血漿である、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　対象からのアクチンのレベルを得ることをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　腎不全対象を処置するための医薬組成物であって、
　該対象におけるゲルソリンのレベルを予め決定された値より高く上昇させるためのゲル
ソリンの有効量を含む、前記医薬組成物。
【請求項１２】
　対象がゲルソリンによる処置を必要とする徴候を他に有さない、請求項１１に記載の医
薬組成物。
【請求項１３】
　予め決定された値が１９０ｎｇ／μｌ血漿である、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　予め決定された値が１５０ｎｇ／μｌ血漿である、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　予め決定された値が１２０ｎｇ／μｌ血漿である、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　ゲルソリンが、血漿ゲルソリン（ｐＧＳＮ）、細胞質ゲルソリン（ｃＧＳＮ）、アドビ
リン、ビリン、ｃａｐＧ、フライトレスプロテイン、フラグミン、セベリン、アドセベリ
ン、プロトビリン、および／またはスーパービリンである、請求項１１に記載の医薬組成
物。
【請求項１７】
　対象が透析を受けている、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　対象が末期腎疾患を有する、請求項１１に記載の医薬組成物。
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